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EUにおけるアカウンタビリティ

――NPM による欧州ガバナンス改革とエージェンシーを事例として――

福 田 耕 治

1. は じ め に

2005年５月・６月，「欧州憲法条約」（The
 

treaty establishing a Constitution for Europe）

の批准を問うフランスとオランダの国民投票では，

あいついで否決された⑴。欧州憲法条約が提起し

た問題の含意については，「アカウンタビリティ」

（accountability）の観点からもさまざまな捉え

方ができる。この欧州憲法条約起草への道を開い

た「ラーケン宣言⑵」（Laeken Declaration）で

は，①EUと加盟国の管轄権，権限関係の明確化，

②EUにおける法的手段の簡素化，③EUのデモ

クラシー，透明性，効率性の確保による民主的正

統性の強化，④欧州市民のための憲法の制定によ

り，EUを市民に開かれた，民主的にコントロー

ルされた「身近な存在」にすることなど，EUに

おけるアカウンタビリティの強化が課題とされ

た⑶。なぜなら，1992年６月，マーストリヒト条

約がその批准過程でデンマークの国民投票によっ

て否決されて以降，2001年６月ニース条約の批

准過程ではアイルランド国民投票で否決され，ま

た，2004年６月の欧州議会選挙では，25加盟国

平均で欧州議会選挙史上過去最低の投票率（45.3

％）を記録⑷するなど，EU内でも危機感が高ま

っていたからである。

ECSC発足以来，欧州統合は各国政府首脳やブ

リュッセルの欧州官僚などの１部の欧州エリート

が担い，政策の決定や実施に主導権を握ってきた。

しかし欧州統合の進展に伴いEU諸制度がさらに

複雑化するなかで，一般の人々にとってはEUが

「理解しがたい，遠い存在」だと認識され，疎外

感を感じる人々も増えていることは否めない。こ

れはEUの機構や政策過程における「アカウンタ

ビリティの欠落⑸」（P.C.Schmitter，1998），あ

るいはもっと広く「民主主義の欠落」（“demo-

cratic deficit”）をめぐる問題として従来から多

くの論者によって議論されてきた問題である。欧

州，EUにおける民主主義は，「アカウンタビリ

ティ」と「市民参加」という２つの柱に正統性の

根拠を置いているといわれる。たとえば，欧州委

員会の「欧州ガバナンス」（European Gover-

nance）に関する作業部会の文書では，次のよう

に指摘している。

欧州における民主主義が，次の２つの柱，①

EUの立法府と各加盟国の立法府に対する執行府

のアカウンタビリティ，②影響のある決定の策定

と執行の過程への市民の効果的な関与，に基づい

ているとすれば，欧州ガバナンス様式の改革は，

欧州における民主主義の改善とかかわっているこ

とは明白である⑹」と。

グローバル化に伴い，国際政治経済・国際行

政⑺と，国内政治経済・国内行政との相互作用は，

現代国際社会を分析する上で重要な視点のひとつ

となってきている。とりわけ欧州統合が進展して，

EUという超国家的国際機構と加盟国の統治機構

が相互に複雑に融合し，浸透し合うなかで，法的

には別の存在でありながらも機能的には一体化し

た「欧州政体」（Euro-polity）としての側面を強

め，「欧州ガバナンス論」が議論される現在，こ

の「国境を越えるアカウンタビリティ」の問題は，

他の地域以上に欧州では，いっそう先鋭化してき

ている。近年，NPM（New Public Manage-

ment.「新公共管理」・「公共経営」）の考え方に
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基づく改革によって，行政の分権化，外部化，規

制緩和，民営化が進められ，国家による権力的統

制が縮小するにつれて，アカウンタビリティの強

化がいっそう要請されるようになってきた。

それでは，国家を超える「欧州政体」のガバナ

ンスとアカウンタビリティの確保は，いかにして

可能なのか，グローバル・ガバナンスやグローバ

ル・デモクラシーの実現は可能か，といった問題

を考える上でEUのガバナンス改革とエージェン

シーの事例は，アカウンタビリティ研究にとって

ひとつの手がかりとなるに違いない。

本稿では，第１に，EUにおけるアカウンタビ

リティの概念について先行研究を整理し，特に比

較政治学，国際関係論，行政学・国際行政学など

の視座から，現在も欧州の学会で続いているEU

の機構や政策過程におけるアカウンタビリティを

めぐる議論について考察する。

第２に，EUにおけるアカウンタビリティを考

えるための手がかりとして，EUのNPM 改革に

おいて導入されたエージェンシー問題を取り上げ

る。EUにおけるエージェンシー化はいかなる背

景から起こり，どのような機能的分類が可能であ

り，EU諸機関，特に欧州委員会事務局（総局等

の主務官庁）との関係はいかなるものか，アカウ

ンタビリティ確保の要請に応えた制度となってい

るかどうかを検討しよう。

第３に，EUと加盟国（中央・地域・地方政

府）の各レベルで連携・協力する「欧州ガバナン

ス⑻」の改革において，エージェンシーはどのよ

うな役割が期待され，アカウンタビリティ確保に

とっていかなる意味を持つのか，政策評価，欧州

議会や加盟国議会による監督・統制の仕組みや欧

州市民のパブリック・インヴァルブメントのあり

方とアカウンタビリティの関係を見ることでEU

におけるアカウンタビリティをめぐる問題の争点

とその意義や課題について明らかにしてみたい。

2. EUにおけるアカウンタビリティの

概念と制度

2.1. アカウンタビリティ概念の変遷と類型

アカウンタビリティの概念の歴史は古く，また，

きわめて多義的かつ曖昧でもある。そこで，欧州

におけるアカウンタビリティ概念の変遷について，

まず概観しておきたい。

古代アテネのポリスにおいては，公務を委ねら

れ た 者 は，全 市 民 の 総 会 で あ る「民 会」

（comitia）に報告する義務が課せられ，「民会」

に対し責任を負うものとされた⑼。その後，政治

的アカウンタビリティから，公的な財務管理を適

正に処理するため，財務を「記録」（account）

する「会計上のアカウンタビリティ」概念が独立

した。こうして技術的かつ中立的性格をもつアカ

ウンタビリティ概念が発展し，現代の予算制度に

おける「財政的アカウンタビリティ」の概念に至

ったとされる。

19世紀には，ベンサム（Jeremy Bentham）

や J.S.ミル（John Stuart Mill）が，代議制デモ

クラシーにおける「政治的アカウンタビリティ」

の概念を構築し，国民の代表から構成される議会

に対する「行政のアカウンタビリティ」の概念を

明確化させた 。政府は，選挙でアカウンタビリ

ティを問われるため，その構成メンバーである大

臣は，説明し，弁明することで出身政党と議会の

両方の信任を確保し，次の選挙に備える。一般的

に，市民が政府機関にアカウンタビリティを確保

させるメカニズムとしては，選挙を通じて議員を

選出し，彼らが構成する議会を通じて行政を統制

するという方法がとられる。民主主義国家の政治

システムにおいては，統治者と非統治者の間に明

確な連携関係が維持され，前者が後者に責任を負

うシステムが望ましいと考える。伝統的には，こ

の議会を通じた議会的アカウンタビリティの確保

が中心とされてきた。しかし，他方では，それだ

けでは限界があることも次第に認識され，行政機

関の活動の透明性を確保し，民主的統制を行うた

めのさまざまな補完的制度や手段が構築されてき

た。特に公共政策部門では，サービス提供に「支

出に見合う価値」（value for money）が得られる

ためには，サービスの供給者が公共機関であれ，

民間であれ，サービス購入者である市民のコント

ロールが確保できるように，有効なアカウンタビ

リティの確保が要請される。プシェヴォスキ（S.

Przewrski）に従えば，アカウンタビリティとは

「よい政策を行った政府は再選され，よい政策を

行わなかった政府は政権を失う 」メカニズムで

あると定義されることになる。現代政治経済シス
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テムの民主性や正統性についての比較政治学にお

ける議論では，一般に選挙や議会，政治経済制度，

民主主義の質や政治腐敗などとの関係で「政治的

アカウンタビリティ」，あるいは「民主的アカウ

ンタビリティ」をめぐる議論に焦点が当てられる。

このようにアカウンタビリティという言葉は，現

代政治経済システムの民主性をめぐる議論，プリ

ンシパル・エージェント「本人－代理人」

（principal-agent）理論，選挙や不正防止問題と

の関連で用いられることが多い。

また現代国際関係論では，政治的・軍事的

（political-military）アカウンタビリティも問題

となる。たとえば，近年，国際機構の承認の下で

武力行使が行われる場合があるが，地域的国際機

構や有志連合・多国籍軍が武力行使を授権し，加

盟国の領域外で軍事行動を行う場合に，その正統

性をめぐる議論との関連で，「民主的アカウンタ

ビリティ」が問題視されるようになってきた 。

NPM（New Public Management）の発想に

基づいて，1980年代以降，OECD諸国では構造

改革が進められてきたが，行政学においては，

NPM 改革との関連でアカウンタビリティをめぐ

る議論が高まってきた。NPM 改革は，国や，地

域，時期により多様であるが，「①成果の達成に

責任を持つ自律的な活動単位の設定，②資源利用

に関する権限委譲と業績契約の実施，③市場メカ

ニズムの活用，④顧客起点による価値基準の明確

化，⑤持続的な改善活動を実現するための評価シ

ステムの設計 」という５つの共通項があるとさ

れる。つまり資源配分の効率性を高め，コスト削

減を図る観点から，①競争原理の導入，②業績，

成果主義による評価，③政策の企画立案部門と執

行部門の分離，などを通じて，行政活動の透明性

やアカウンタビリティを向上させ，市民の満足度

を高めることを目指すことを特徴としている。現

実の政治・行政改革や公共サービスの供給に市場

原理を導入し，民営化と規制改革が実施されてき

たが，それらの改革の中核となるものが執行機能

のエージェンシー化であった。執行エージェンシ

ー の自律性強化を眼目としたイギリスのNPM

行政改革は，「ネクスト・ステップス」改革とも

呼ばれ ，EU域内でもオランダ，デンマーク，

スウェーデン，ドイツなどにも類似のNPM 改

革が波及し ，サービスの利用者である市民に応

答的な「行政のアカウンタビリティ」をめぐる議

論が政策評価などとの関連で高まってきた。

行政学において，アカウンタビリティの概念は，

道義的・倫理的責任までも含むより広範なレスポ

ンシビリティ概念の一部分として位置づけられる

場合もあり，本人以外の第３者，外部機関の存在

と，何らかの「制度的統制」や「制裁」など，外

部者による強制力の存在を前提として成立する概

念であると捉えられる。その達成度は，何らかの

価値基準に則り，事前に設定した方法で確認され

るメカニズムであるとする。足立忠夫は，「責任」

概念を，本人が代理人に対して何らかの任務の処

理を委ねることにより責任関係が生じるとして，

「本人－代理人」関係を次のような４類型に整理

した。まず代理人は本人に対して①「任務的責

任」を負い，本人の指示通り任務を果たす②「応

答的責任」（responsibility）がある。本人が代理

人の任務遂行に不満があり，代理人を問責する場

合，代理人は，釈明・弁明する③「弁明的責任」

（accountability）が課せられ，本人がその釈明

に納得できない場合，本人は代理人に④「制裁的

責任」を課することになり，これら４つの局面が

「責任のサイクル」をなすものとされる 。「本

人－代理人」モデルは，階統構造をとる官僚制内

部での上司と部下，上級機関と下級機関のタテの

関係にあてはまるのみならず，市民（本人）と行

政（代理人）の関係にも適用できる。前者を行政

機関内部の「内的アカウンタビリティ」，後者を

「外（部）的アカウンタビリティ」もしくは「対

外説明責任」と呼ぶ論者もいる 。

しかし，各学問分野でこの用語の使用に共通す

るのは，「一定の権限の委任をめぐり成立してい

る本人―代理人関係において，代理人側が本人側

の意思に沿って権限を行使する責任を意味する

」点である。つまり，アカウンタビリティ概念

は，権限の委任の結果生じる，権限行使を委任さ

れ，実施を任された者にとっての結果に関する説

明責任，弁明責任のことである。行政が，民意の

代表機関である議会から，ある政策の執行を委任

されている場合，行政は依頼人である議会に対し

てアカウンタビリティを果たす責任がある。他方

ではまた，市民の税負担と引き換えに，何らかの

サービスの直接の「供給者」もしくはそれらの

「調整者」としての役割を演じる行政機関は，市
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民に対しても，アカウンタビリティを果たす責務

がある ，と考えられる。

以上の検討から，現代におけるアカウンタビリ

ティの概念は，政治的意思決定に関与することで

要求される政治的アカウンタビリティと，行政部

門における統制にかかわる行政管理的アカウンタ

ビリティに大別することができる。政治的アカウ

ンタビリティは，決定についての正当化を意味し，

市民から委任され，承認された権限，裁量権を与

えられているものは，その行動について市民に説

明し，弁明する責任を負う。政策目的の設定を行

い，管理的責任を果たすために，「中立的・技術

的な」評価過程で用いる基準の設定も政治的な責

任となる。イギリスにおいては，閣僚の下院に対

する責任，政府の決定に対する閣僚の連帯責任を

意味する「大臣（閣僚）責任」としてよく知られ

ている 。しかし，行政官が閣僚に責任を負い，

閣僚は議会に説明する責任を負うという前提は，

現代では有効に機能していないという批判がなさ

れるなかで，アカウンタビリティを確保するため

の新しい仕組みが要請され，現在のNPM 改革

の議論へとつながってきた。

他方の行政管理的アカウンタビリティとは，政

治的に合意された仕事を，合意された業績評価基

準に従って，権限を委任されたものが実施する責

任を意味する。これはさらに具体的に，⑴公的

資金が公式の意思決定手続きや規則に従って適切

に支出されることを確保する財務責任・合規性責

任・法的責任，⑵「支出に見合う価値」（Value
 

for Money）を得るため，資源の合理的活用と能

率的実施の責任，⑶意図した成果を達成するプ

ログラム・有効性責任の３つに分けて捉えること

ができる とされている。このように，アカウン

タビリティとは，何らかの重要な決定や行為を行

う機関や個人が，その決定や行為によってもたら

された結果についてもその責任を問われることで

あり，行政機関や，企業体などの組織が社会に対

して果たすべき「対外的説明責任」である。これ

は，オドンネル（O’Donnell, G.）のいうところ

の「水平的アカウンタビリティ」と，行政機関の

ような組織体内部で部下が上司に対して持つ責任

のようなタテの関係にある「垂直的アカウンタビ

リティ」とに分けて捉えることもできる 。

2.2. EUにおけるアカウンタビリティの概念

EUの行政改革担当委員，N.キノック副委員長

は，EU版のNPM 改革である「欧州ガバナンス

改革」を進める過程で，権限委譲化，エージェン

シーの設置，ネットワーク・ガバナンス化を進め

た。OECD諸国におけるNPM の発想に基づく

行政改革では，小さな政府を目指す構造改革路線

をとり，資源配分の効率性を高め，コスト削減を

図る観点から，公共サービスの供給に市場原理を

導入し，民営化と規制改革をすすめる。制度派経

済学にその理論的根拠をおくNPM の特徴は，

C.フッド（C. Hood）らによれば，①成果志向，

②顧客志向，③市場機構の活用，④分権化，⑤外

部化にあるとされる （C.Hood, 1998）。

NPM 改革では，政策の企画・立案部門と政策

実施部門を切り離し，前者の機能を本省，主務官

庁に残し，後者の実施部門の「エージェンシー

化」（agencification）を進めるという手法が一

般的にとられる。行政学や公共政策研究において

は，この大きな裁量権を与えられた執行エージェ

ンシーがサービスの利用者である市民のニーズに

本当に応答的なものとなり，「アカウンタビリテ

ィ」が確保されるのか否かが，行政評価，政策評

価などとの関連で議論される。

EUにおいては，その機構や政策過程における

「民主主義の欠落」問題が議論されてきた。たと

えば，ツバイフェル（Thomas D.Zweifel）によ

れば，これらの民主主義の欠落をめぐる議論を整

理して，①正統性の欠落，②透明性の欠落，③コ

ンセンサスの欠落，④アカウンタビリティの欠落，

⑤社会保護の欠落に大別できる とする。民主的

アカウンタビリティとは，決定および行為の権限

を保持する者が選挙された者もしくは直接的に民

意にアカウンタブル（応答的）であることを意味

する。それでは国際機構におけるアカウンタビリ

ティは，いかにして確保されるのか。国際機構は，

法人格をもつ加盟国に対してアカウンタブルであ

る必要があるのと同時に，加盟国における自然人

としての国民に対してもアカウンタブルであるこ

とが要請される。しかし現実には，国際レベルと

国内レベルの双方で「民主主義の欠落」や「アカ

ウンタビリティの欠落」がみられることが少なく

ない。一般に，行政のアカウンタビリティ確保は，

行政府と立法府との間で明確な権限分割が行われ
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ている場合に，立法府による行政府の監視が可能

となる。しかし，EUにおいては主要機関間の権

限配分が不明確であり，立法府である閣僚理事会

による行政府の欧州委員会に対するコントロール

が困難な場合もあり，EU条約の３列柱構造の下

でさらにその関係は複雑化した。

超国家的性格を持つEU・共同体行政の特質は，

加盟国行政との間での複雑な関係にある。共同体

行政は，ドンデリンガー（J. Dondelinger）によ

ると，ａ）政策作成機能，ｂ）政策執行・予算執

行機能，ｃ）調査機能，ｄ）行政管理機能という

４つの機能を担っているとされる。EU国際官僚

制と加盟国官僚制は，EU政策過程のさまざまな

レベルで結びついており，EU国際官僚制を頂点

として25加盟国官僚制が連携・協力する「超国

家的国際行政」システムが形成されている 。

EUの行政活動は，第１の柱で２つの共同体

（EC, EAEC）行政の内部で影響力があると同時

に，第２の柱（共通外交・安全保障・防衛政策），

第３の柱（刑事警察・司法内務協力）の政府間協

力分野や，各加盟国の行政に対しても影響力を持

っている。そのため，EUの行政府としての欧州

委員会は，立法府である理事会や欧州議会，EU

加盟国市民に対して，アカウンタビリティを確保

する必要がある。

同時に各加盟国政府は，EU行政機構の策定し

た国際公共政策を遵守する義務を負い，自国民に

対してアカウンタビリティを果たすことを求めら

れる。この最後の局面での加盟国側の担当機関は，

常駐代表委員会の機能である。この特徴が共同体

行政を加盟国行政過程に連動させるうえで不可欠

な手段となっている。若干の例外は別として，共

同体行政は，原則的には共同体政策を執行する必

要から，国家行政を経由する 。行政規則，実務

慣行は，国によってしばしば異なっている。それ

ゆえ，共同体行政は，加盟国行政機関との間に，

決定・調整のための媒介機関を持つことになった。

一方でEUは，常駐代表委員会のようなあまり専

門化されていない機関を加盟国側パートナーとし

て持つが，他方では，政策形成段階から理事会の

下部委員会や作業部会を通じて，共同体行政を直

接かつ，常に加盟国行政機関の専門部局と接触の

ある状態においている。

ボノ（G. Bono, 2004）によれば，EUにおけ

る民主的アカウンタビリティは，①行政管理的ア

カウンタビリティ，②議会的アカウンタビリティ，

③政冶的・軍事的（political-military）アカウン

タビリティ，④域内的アカウンタビリティ，およ

び⑤対外的アカウンタビリティ，という５つのレ

ベルに分けて捉えることができるとする 。ニー

ス条約の下でのCFSP（共通外交安全保障政策）

と，さらにESDP（欧州安全保障防衛政策）の

発展に伴い，非公式会議もふえ，両者の境界が曖

昧化するなかで，アカウンタビリティは，さらに

低下する傾向を示している。なぜなら，ESDP

は，政府間協力部門であるため，欧州議会には権

限はなく，法的には加盟国議会の監視下に置かれ

るが，現実には各加盟国議会による精査は困難で

あるため，議会的アカウンタビリティや政治的・

軍事的アカウンタビリティも確保されにくい。

EUやNATOが介入する諸国の国民に対する対

外的アカウンタビリティも不明瞭であり，これに

ついての欧州市民に対する域内的アカウンタビリ

ティも曖昧な状態にあるとされる （G. Bono,

2004）。

このように欧州ガバナンスは，EUの超国家的

国際行政と加盟国の国内行政との相互作用モデル

を提起したW.ヴェッセルズ（W.Wessels）の

「融合理論」（fusion theory）などの枠組み にも

示されるように，EUレベルと加盟国内レベルの

両レベルによる「混成システム」を特徴とする。

これは法的には別の存在でありながら，あたかも

ひとつの政体のごとく機能するため，「二重の民

主主義」，「二重のアカウンタビリティ」の確保が

要請される。しかも現実には，EUの国際公共政

策の大部分は，EUエージェンシー，加盟国の中

央または地域もしくは地方の行政機関が実施機関

となるため，タテの政府間関係における「多重の

アカウンタビリティ」の確保が要請される。さら

に，加盟国内のエージェンシーやNGO/NPOな

どのシビックセクター（欧州でいうところの「市

民社会」），あるいは民間企業等を通じてサービス

を提供する場合も少なくない現在，垂直的アカウ

ンタビリティのみならず，水平的アカウンタビリ

ティを含む「多元的なアカウンタビリティ」の確

保も要請される。その結果，アカウンタビリティ

のラインは，国境を越えてタテ・ヨコ・上へ・下

へと広がり，EUも加盟国も，自然人としての欧
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州市民，加盟国市民に対してもマルチレベルに応

答できることが要請され，多元的なアカウンタビ

リティ，「マルチレベル・アカウンタビリティ」

の確保が求められるようになってきている。なぜ

なら，ウインコット（David Wincott）も指摘す

るように，EUはその正統性の根拠を，加盟国と

欧州市民の両方においている からである。それ

ではこのようなEUにおけるアカウンタビリティ

は，いかなる制度によって確保されているのであ

ろうか。

2.3. EUにおけるアカウンタビリティを

確保するための制度

EUレベルにおいてアカウンタビリティを確保

するための制度としては，以下のような10の手

段を挙げることができる。これらは，相互に補完

的な関係を維持しつつ，EUのアカウンタビリテ

ィを確保する仕組みとなっている。これら手段の

いくつかは，たとえば，EUと加盟国との間には

欧州議会と各加盟国議会に対して，より正確で有

益な，信頼にたる適切な情報を提供することによ

ってEUにおけるアカウンタビリティを向上させ，

欧州議会の監視と監督・統制機能を高める仕組み

がある 。これは，EU機構と加盟国統治機構の

「混成システム」としてアカウンタビリティの確

保を狙うものであり，「欧州ガバナンス」の改善

を図ることを企図したものである。

① EU年次活動報告（General Report on the
 

Activities of the EU），および月報（Bul-

letin of the EU）の公表

② EU年次会計報告の公表

③ 欧州会計検査院 と各加盟国会計検査院の

協力を通じての財務監査

④ 欧州オンブズマン と各加盟国オンブズマ

ンの協力制度を通じての調査

⑤ EU行政情報公開制度

⑥ 欧州不正防止局（OLAF）とユーロジャス

ト（欧州検察庁）と各加盟国税務機関，各

国不正防止担当機関等を通じての財務調査

⑦ COSAC 欧州議会と加盟国議会の協力に

よるEU立法の監視

⑧ EUの20を超えるエージェンシーを通じ

ての中立性，公正性，公益性の確保

⑨ EU行政評価・政策評価制度

⑩ 欧州議会による予算・決算統制

これらのうち，政治的アカウンタビリティは，

次の２通りにより，確保される。政治家である欧

州議会議員にとって要請されるアカウンタビリテ

ィの確保は，その活動が政治的に動機付けられる

有権者である「欧州市民」，一般の公衆に対する

責任である。他方，民主的機関としての欧州議会

にとっては，閣僚理事会や欧州委員会による執行

活動を精査し，民主的に監督することで，有権者

の評価を受けることを意味する。最近では，

COSAC（Conference des Organs Specialises en
 

Affaires Communautaires）の制度を通じて，各

国の国会議員と欧州議会議員のそれぞれ６名で構

成される機関により，加盟国議会代表も参加した

合同の監視機関を通じてEU立法過程を監視する

ことで，透明性と政治的アカウンタビリティを確

保し，その正統性を強化する仕組みが有効に機能

している 。

財政的・会計的アカウンタビリティについては，

欧州会計検査院 と各加盟国会計検査院の協力を

通じてEUレベルと加盟国レベルの双方で連続し

た財務監査が行われる 。

また，1995年７月26日，EU財政に対する不

正防止のため「共同体の財政的利益の保護に関す

る規約 」および７月27日「共同体の財政的利

益の保護に関する規約への議定書 」を採択した。

さらに，1999年５月欧州不正防止局（European
 

Anti-Fraud Office, L’Office europeen de lutte
 

antifraude:OLAF）を創設した。この機関には，

共同体財政に損害を与える汚職・不正を調査する

権限を与え，EU諸機関内での内部調査のみなら

ず，加盟国内および協定に基づいて第３国におい

ても外部調査が可能となった。EU諸機関の構成

員や公務員が関与する汚職事件について，欧州司

法裁判所が先行判決を下すよう求めることができ

る。

2000年７月欧州委員会は，総局等行政機関に

対して，歳出予算プログラムの定期的な評価だけ

でなく活動の全般についての評価にも責任を負う

よう義務づける新しいコミュニケーションを採択

した。これは，欧州委員会内部の評価の質を改善

する手段を勧告するものであった。すなわち，
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「評価の品質を高めるため，具体的基準を設定し，

個々の活動に基づいた管理を実行すること」を目

指した。そのような評価基準を適用することによ

って，委員会内での評価の質を高め，それを政策

立案とプログラミングの循環を通じて，意思決定

の根拠とすることが可能となる。評価機能の構成

や評価の準備のための品質基準，また委任され，

実施されたすべてのタイプの業務に評価を課すも

のとする。評価結果の公表のために，そのような

基準は結合され，適用方法は会計監査に従う場合

もあり，評価機能および活動の構成については内

部統制基準を援用する 。

法的アカウンタビリティの確保について，一般

に，行政手続法や行政訴訟法，行政機関の政策評

価法などが考えられる。上記の汚職防止規約では，

EUおよび加盟国の公務員によるEU財政に損害

を与える汚職（収賄・贈賄）を犯罪とすることを

加盟国に義務づけ，欧州司法裁判所の先行判決制

度を導入した。さらに，2002年２月28日「重大

な犯罪との闘いを強化するためにユーロジャスト

（欧州検察庁）を設立する決定 」を採択した。

欧州不正防止局 とユーロジャストは，域内諸国

のみならず，域外諸国との関係でも汚職防止政策

を強化し，財政的・法的アカウンタビリティの確

保に努めている。

以上のように，EUのアカウンタビリティ確保

のための制度形成と概念の発展を踏まえて，アカ

ウンタビリティ研究の論点として，次の３点があ

げられよう。

① 欧州ガバナンスの改革は，民主主義的であ

るべきか，テクノクラティックであるべきか，

民主性原理と効率性原理との関係をどのよう

に捉えるのか。

② 欧州委員会の役割は，どうあるべきか。

EU政策形成・決定過程に政治的に関与する

プリンシパルとして機能すべきか，理事会か

ら受権した範囲内でエージェントとして，政

策実施過程で行政府としての役割を担うべき

なのか。

③ EU政策過程におけるアカウンタビリティ

のラインまたは回路は，どのようなステーク

ホルダー（EU諸機関，エージェンシー，加

盟国統治機構，民間企業，NGO等の欧州市

民社会，欧州市民など）との関係を考えれば

よいのか。

これらの問題は，エージェンシー化との関連で

以下において扱うことにする。

3. 欧州ガバナンス改革におけるエージェン

シーの創設とアカウンタビリティ

3.1. NPMによる欧州ガバナンス改革と

エージェンシー化

20世紀の職能国家，福祉国家への国家機能の

変容は，政府機能の拡大と人的資源（公務員数）

の増大を賄うための財政規模の拡大をもたらし，

「大きな政府」を出現させた。しかし，石油ショ

ック以降，OECD諸国政府の財政逼迫と任務の

増大は，多くの公共政策の失敗をもたらし，国民

の期待に応えがたい状況に陥った。そこで先進諸

国では行財政改革や規制改革が愁眉の急となり，

公共支出抑制を余儀なくされるなかで，「小さな

政府」の実現，政府支出の削減を目的とした行政

改革が始まった。この改革の過程では，NPM の

影響を受け，民営化や規制緩和を行い，「省庁か

ら執行部門を切り離し，執行部門を独立した機関

として組織運営をさせようとする手法 」

（Rhodes, 1997）である「エージェンシー化」が

進められた。一般に，エージェンシーとは，特定

の技術的・専門的・科学的な任務や，調整的・監

査・行政管理的任務，執行的任務などを遂行する

ために，通常の省庁等の行政組織の外側に独立し

た組織として設置され，統治的機能の一部を担う

機関をいう。これは政府機能の外部委託化，とく

に公共サービスの供給は，政府が独占的に直接供

給するのではなく，民間企業やNGO/NPOなど，

行政機関以外にも多様なアクターが競合するなか

で効率的にサービスが供給される方向への転換で

あった。こうした潮流のなかで，EUレベルにお

いても新しいエージェンシーの設置が盛んに行わ

れるようになった。

欧州委員会は，政策の発議者としての機能が一

般に評価されてきた。しかし，政策や行政活動に

ついては「管理の欠落」（management deficit）

が指摘されていた。そこでサンテール欧州委員会
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（1995－1999年），およびプロディ欧州委員会に

おいて，行政改革担当委員の職にあったキノック

（Neil Kinnok・イギリス）副委員長は，ブレア

流のNPM 改革を，EUにおける「欧州ガバナン

スの改革」において断行した。彼は，現代のアカ

ウンタビリティをめぐる問題に対してもひとつの

解決策を提示しようと試みた。

2001年７月欧州委員会が発表した『欧州ガバ

ナンス白書 』（COM（2001）428final）におい

て，グッド・ガバナンス（良いガバナンス）の原

則として，①公開性，②参加，③アカウンタビリ

ティ，④有効性，⑤一貫性という５点を掲げてい

る。公開性は，EUが何を決定し，何をなしたか

を，積極的に人々に公開し，信頼形成を図るため

に必要である。多様なアクターに幅広い参加を認

めることは，政策の妥当性，質や効果，信頼性を

高める。EU諸機関と加盟国の関係諸機関は，立

法や行政過程におけるそれぞれの役割を明確にし，

政策についてのアカウンタビリティを果たす義務

がある。また，政策は明確な目標のもとで，効果

的かつ時機を得た，均衡のとれた実施が不可欠で

あり，評価も適切になされなければならない。政

策や行動には，一貫性が求められ，強い政治的リ

ーダーシップと責任を課せられる。以上の５原則

は，それぞれ重要であるが，単独では有効ではな

い。そこで，政策の構想から実施にいたるまで，

どのレベルでいかなる手段で行動するか，手段は

目的に照らして均衡のとれた妥当なものであるか

否かを検討し，「補完性原則と均衡（比例性）の

原則」に則り，ネットワークを重視しなければな

らない，と同白書は指摘する。それでは，「グッ

ド・ガバナンス」の５原則のひとつとして挙げら

れた「アカウンタビリティ」を確保するために，

この白書によって勧告された「EUエージェンシ

ー」の制度設計はどのようなものであったのか。

3.2. EUエージェンシーの制度設計：

類型と機能

一般に，エージェンシーの導入には，政治的意

図と行政管理的意図の両面がある。つまり政治的

側面では，ある機能を政権や政党政治から切り離

して，一定の距離を置くことでその中立性や客観

性を担保できるという利点があり，「エージェン

シー化は，行政サービスに対する市民の不信が増

大する中で，その正当性を回復する一方法と見な

された 」（君村 昌，2001）。

他方で，エージェンシー化は，政策実施の目的

と手段の関係を明確化し，戦略的に政策を策定し，

実施し，評価するための合理化，能率化を促進し，

業績志向，顧客志向の改革にとって望ましい改革

であると捉えられ，欧州の中道左派政権において

も受容された。しかし，エージェンシーの設置は

同時にアカウンタビリティに関する複雑な問題を

提起する。

EUにおけるエージェンシー化は，「より良い

EUルールの適用」を行うためであり，欧州委員

会はこの観点から「規制エージェンシー」

（Regulatory Agency）の設置提案を行った。規

制エージェンシーとは，特定部門の規制を行う執

行権限を行使できるエージェンシーである 。欧

州ガバナンス白書では，規制エージェンシーの特

徴として，①厳密に規定された特定領域において

のみ政策決定権が付与され，②高度の自律性を確

保し，独立性，透明性，専門性を保持し，経済性

を向上させることができるが，③全般的な規制の

方策を決定することは許容されず，あくまで特殊

な専門性が要求され，他の利益と競合することが

少ない場合にのみ適用する。④多様な利害が錯綜

する分野では決定権は認められず，政治的裁量権

や経済的評価を行うことも認められず，欧州委員

会による厳格な監督と統制を受け，⑤他のEU諸

機関や加盟国との間の権限の均衡関係も崩しては

ならない ，という厳しい制約が課せられている。

BSE危機 」の教訓から，2000年以降，欧州

委員会のプロディ委員長のもとで，「コミトロジ

ー方式」の問題点 を改革する目的から，「欧州

ガバナンス改革」が進められ，「エージェンシー

化」が加速された。1990年代以降，イギリスの

BSE危機の拡大に伴い，EU，特に欧州議会の発

言力が増し，その権限を拡大する契機となったが，

同時に欧州委員会の役割も増大し，その行政権限

の強化も必要となった。しかし，理事会や欧州議

会の反対もあり，欧州委員会の権限強化は容易で

はなかった。そこで欧州委員会の行政機能を補う，

独立の専門的機関として「EUエージェンシー」

が設立されたのであった。『欧州ガバナンス白書』

においては，すべてのエージェンシーに共通する

ルール制定の必要性を勧告した。欧州委員会が
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2002年12月『欧州規制エージェンシーに向けた

施策枠組み』において，エージェンシーの機能強

化とアカウンタビリティの向上，行政責任の明確

化などを強調している。

EUエージェンシーは，閣僚理事会，欧州議会，

欧州委員会などのEU主要機関とは区別される，

独立の法人格をもつ，多様な目的を持った機関で

あり，EC（共同体）エージェンシーと総称され

ている。これらの機関は，表１のように，センタ

ー（Center），基金（Foundation），エージェン

シー（Agency），庁もしくは局（Office），監視

局（Observatory）などさまざまな名称がつけら

れている。2006年４月30日現在，ニース条約の

下で第１の共同体の柱に属するエージェンシーは，

18存在している。その先駆をなすものは，1975

年に設立された欧州職業訓練開発センター

（CREDEFOP）および欧州生活・労働条件改善

基金（EUROFOUND）であり，第１世代のエー

ジェンシーとなった。その後，イギリス国内にお

けるNPM 改革による「執行エージェンシー

（Executive Agency）」化の影響もあり，1990年

代初頭には，権限委任や分権化，権限の地理的な

分散化や科学的知識の反映をも考慮されるように

なり，「欧州環境庁」（EEA, 1990年）や「欧州

薬物・薬物依存監視センター」（EMCDDA, 1993

年），「欧州医薬品評価庁」（EMEA，1993年），

「欧州労働安全保険庁」（EU－OSHA, 1994年）

など，EUにおいても第２世代の新しいタイプの

エージェンシーが相次いで設立された。これらの

大部分は，1993年10月29日ブリュッセル欧州

理事会の決議に基づき，94年以降にその活動を

開始している。さらに市民社会の意向にも配慮し

て，たとえばBSE危機を背景に2002年に創設

された「欧州食品安全庁」（EFSA）などのよう

なニュー・エージェンシーも設立された。

しかし，全体としてこれらのEUエージェンシ

ーは，以下のような共通する機能，社会的役割や

特徴をあげることができる。すなわち，①共同体

に一定程度の分権化，権限の地域的分散化をもた

らす，②各エージェンシーにそれぞれ独自の任務

を割り当てることで高い権威を与える，③科学

的・技術的・専門的知見を必要とする特定の政策

領域での社会的要請に的確に応答する，④欧州に

おける異なる利益団体間の統合や社会的パートナ

ー間の討議や国際レベルでの討議を容易にする役

割 を担う，などである。エージェンシーには，

このようないくつかの有益な機能があるが，同時

にこれらへの権限委譲によって生じる「アカウン

タビリティの欠落」，「民主主義の欠落」あるいは

「正統性の欠落」問題などが指摘されている。こ

の問題は，エージェンシーに広範な裁量権を委譲

することはできないとするECSC裁判所のMer-

oni事件判決 （Meroni v.H.A.Case 9/56,19/

56）にまで遡ることができる。この判決では，政

策実施のための新しい機関の設立は，すでに加盟

国（中央・地方政府）に委ねられている政策実施

権限に抵触すると判断されたのであった。

3.3. EUエージェンシーの機能と組織

欧州委員会の分類によれば，自律的な機関であ

るEUエージェンシーは，そのパートナーや顧客

との関係で機能別に次の４タイプに分けることが

できる。①域内市場の機能を円滑化：７法人，②

監視・情報の収集と提供：３法人，③欧州規模で

の社会的対話を促進：４法人，④専門分野でEU

諸機関の活動を補佐：３法人，である。このよう

に，EUエージェンシーの規模や目的は極めて多

様であるが，共通する基本的組織構造と機能があ

る。各エージェンシーは，「行政管理部」

（administrative/management board）が，その

基本的任務に基づいて利用可能な資源と政治的優

先順位を考え，一般的ガイドラインや特定のエー

ジェンシーの作業計画を定め，活動する。各エー

ジェンシーの「長官」（Executive Director）は，

閣僚理事会または行政管理部によって指名され，

当該エージェンシーのすべての活動とその作業プ

ログラムの実施に責任がある。長官は，当該エー

ジェンシーの法的な代表権をもっている。行政管

理部と長官との間の権限の配分は，「エージェン

シー設立規則」により定められ，さらにその「手

続き規則」で具体化されている 。エージェンシ

ーは，通常，EU域内にある１つないし２つ以上

のネットワークのなかでパートナーと連携・協力

して活動する。行政管理部のメンバーは，エージ

ェンシー設立規則により定められ，常に加盟国行

政機関の代表と欧州委員会の代表が含まれ，欧州

議会から任命された者や産業界からの労使代表が

含まれる場合もある。また，欧州諸機関翻訳セン
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表１ EUのエージェンシー一覧

名 称 略 称 本部所在地国名 役割・機能タイプ 設置年

（１）EC 第１の柱>

欧州職業訓練開発センター Cedefop ベルリン（ドイツ） 欧州社会的対話 1975

欧州生活・労働条件安全基金 EUROFOND ダブリン（アイルランド） 欧州社会的対話 1975

欧州環境庁 EEA コペンハーゲン（デンマーク） 監視・情報機能 1990

欧州訓練基金 ETF トリノ（イタリア） 専門知識提供 1990

欧州薬物・薬物依存監視センター EMCDDA リスボン（ポルトガル） 監視・情報機能 1993

欧州医薬品評価庁 EMEA カナリウォーフ（イギリス） 域内市場規制 1993

域内市場調整局 OHIM アリカンテ（スペイン） 域内市場規制 1993

欧州労働安全保健庁 EU-OSHA ビルバオ（スペイン） 欧州社会的対話 1994

共同体植物品種多様性局 CPVO アンジェ（フランス） 域内市場規制 1994

欧州諸機関翻訳センター CdT ルクセンブルク 専門知識提供 1994

欧州人種主義外国人排斥監視センター EUMC ウイーン（オーストリア） 監視・情報機能 1997

欧州再開発機構 EAR テッサロニキ（ギリシャ） 専門知識提供 2000

欧州食品安全庁 EFSA パルマ（イタリア） 域内市場規制 2002

欧州海事安全庁 EMSA リスボン（ポルトガル） 域内市場規制 2002

欧州航空安全庁 EASA ブルッセル（ベルギー） 域内市場規制 2002

欧州ネットワーク・情報安全庁 ENISA ヘラクリオン（ギリシャ） 域内市場規制 2004

欧州疾病予防・コントロールセンター ECDC ソラーナ（スウェーデン） 監視・情報機能 2005

知的能力支援執行機構 IEEA ブルュッセル（ベルギー） 執行機能 2006

（２）CFSP 第２の柱>

欧州安全保障研究所 ISS パリ（フランス） 専門知識提供 2002

EUサテライトセンター EUSC トレホン・デ・アルドス（スペイン） 監視・情報機能 2002

欧州防衛庁 EDA ブリュッセル（ベルギー） 調整・専門知識 2004

（３）JHA 第３の柱>

欧州刑事警察機構 Europol ハーグ（オランダ） 監視・情報機能 1992

欧州検察庁 Eurojust ハーグ（オランダ） 監視・情報機能 2002

欧州警察学校 CEPOL ハンプシャー（イギリス） 教育・研修機能 2000

出典：山本 直「欧州人種主義・外国人排斥監視センター（EUMC）の設立と機能」『北九州市立大学外国語学部紀要』第112号，

2005年，104頁を参考とし，EUエージェンシーのHP http：//europa.eu.int/agencies/index en.htm，http://europa.eu/

agencies/security agencies/eda/index en.thm，http://europa.eu/agencies/pol agencies/index en.htm，http://europa.eu/

agencies/executive agencies/index en.htm，6/12/2006から作成した。



ター（CdT）の行政管理部には，そのユーザー

である他のエージェンシーの代表も参加している。

現在の25加盟国を含む共同体エージェンシーの

場合，行政管理部は，16～48名のメンバーで構

成される。EUエージェンシーは，情報収集・分

析・提供機能があり，欧州委員会と他のEU諸機

関，加盟国，NGO，利益集団，他の国際機構等

との間でネットワークを形成し，情報交換と調

整・協調し，能率的な資源配分，科学的知見や技

術を共有し，第３国の規制担当者や産業界代表者

などとの協力や諮問機能に加えて，一部のエージ

ェンシーは規制権限の行使を通じた執行機能をも

っている。

4. EUの政策評価におけるエージェンシー

とアカウンタビリティ

4.1. EUにおけるエージェンシーの予算・財政

的・会計的アカウンタビリティ確保と評価

1995年３月サンテール欧州委員会委員長は，

『健 全 か つ 効 率 的 な 管 理 プ ロ グ ラ ム』

（SEM 2000）を提案し，「結果重視の公共部門管

理」（results-oriented public sector manage-

ment）に向けて，加盟国と連携しつつ欧州委員

会内部の行財政改革を断行しようとした。サンテ

ール委員長が就任直後にこの問題に取り組んだ背

景には，ドロール・パッケージⅠ・Ⅱ以来のEU

予算規模の実質的拡大（1978年と比較すると７

倍に増加）があった 。

EU総予算の45％を占めているが削減傾向に

ある農業関連予算と比較しても，構造政策・対外

関係予算が43％へと増大傾向にある事実は看過

できないと判断したからである。しかしEUの東

方拡大への準備から，『アジェンダ2000』（1997）

に示されるような構造政策の強化は不可避となっ

てきていた。そこで，EUが財政逼迫に陥るのを

防ぎ，また必要な政策を実施していくためには，

EUの行財政改革，欧州委員会内部の行財政管理

の抜本的な改革が不可欠であると考えたのである。

サンテール委員長は，1995年１月，欧州議会に

対し，５ヵ年に及ぶSEM 2000改革プログラム

を提案したのであった。これは欧州委員会事務局

における財政管理構造の改革を基礎とするもので

あり，次のような３段階から構成された。

第１段階：欧州委員会内部の行政管理の現状の

確認，財政規則の見直しと統合，人事の配置

転換と研修

第２段階：EU予算編成過程の改革を含む，プ

ロジェクトや政策の評価能力拡充，監査・統

制の改善と部門別再編成

第３段階：評価結果の予算への反映と評価に基

づく改善の加盟国への波及

以上のような改革がサンテール委員会の任期中

に実施に移された。EU条約（EC条約205条）

の下で，財政規則第２条に則り，欧州委員会は，

健全な財務管理の原則に従って効率的に予算執行

を行う責任がある。1995年９月18日理事会規則

（EC,EAEC,ECSC No.2333/95）を根拠に，第２

段階で欧州委員会は，「定期的な共同体活動の評

価」を課せられ，その評価結果を予算配賦の際に

考慮し，予算に反映させる方向性が示された。財

務統制総局（DG19），予算総局（DG20）におい

て効果的な評価方法を検討し，エージェンシー職

員をも含めた評価を実施することが課せられた 。

またその他のいくつかの宣言等により，欧州委員

会業務に評価制度が導入された 。

1999年３月16日ジャック・サンテ―ル欧州委

員会の総辞職 は，欧州統合・EU政策過程は，

デモクラティックであるべきか，テクノクラティ

ックであるべきかという２つの原則の間の対立が

顕著に表れた。民主主義を重視する立場からは，

欧州委員会の総辞職を民主主義の勝利であるとみ

なし，欧州官僚制から欧州議会へと劇的な力関係

の変化を意味すると把握された。他方，欧州テク

ノクラシーを重視する立場からは，欧州委員会の

総辞職はやむを得ないとしつつも，欧州議会の過

度の権限強化には懐疑的であり，独立の行政機関，

執行エージェンシーの設置などを通じてより強固

なテクノクラティックな統治を勧告した。

欧州議会は，欧州委員会の不正，不適切な行政

管理と人事における縁故者優遇，公金の不正流用

などの疑惑解明のための独立の専門家委員会

（Committee of Independent Experts）を設置し

た。この専門家委員会の「欧州委員会の改革に関

する第２次報告」では，制度的な統制を前提とす
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る「法令に基づくアカウンタビリティ」確保の必

要性と，自ら責任を自覚して遂行に努める「レス

ポンシビリティ」（自律的責任・政治的責任・非

制度的責任）を厳格に区別して論じている。エー

ジェンシーの内部監査では，欧州委員会の財務統

制官か，エージェンシーによって任命される会計

官の監査を受け，さらに欧州会計検査院による外

部統制を受けることが義務づけている。大部分の

EUエージェンシーの財政は，EU一般予算にお

いて特定目的のために用意された共同体補助金に

よって賄われている。しかし，例外的に，以下の

４つのエージェンシーについては完全な固有財源

により賄われている。すなわち，欧州医薬品評価

庁（EMEA），域内市場調整局（OHIM），共同

体植物品種多様性局（CPVO）は，関係業界から

必要な料金を徴収するために，独自の資金源があ

り，また欧州諸機関翻訳センター（CdT）の場

合には，その顧客である他のエージェンシーから

運営資金を得ている。

4.2. EUにおける政策評価制度と

アカウンタビリティ

欧州委員会による事前プログラム評価，中間評

価・事後評価，連続的監視システムは外部の専門

家グループの協力を得て，評価手続きもマニュア

ル化されており，実際に活用されている。欧州委

員会におけるEU歳出プログラムの評価，業務パ

ーフォーマンス測定を予算編成に関連づける評価

システムは，エージェンシーの評価をも含め，長

年にわたる欧州委員会の経験に基づく慣行となっ

てきている。

EUのすべて歳出予算プログラムの法的枠組み

は，評価を，

① プログラムの有効性改善のための手段とし，

② EU諸政策の優先順位の決定，社会環境の

変化に応じた段階的な政策戦略や政策目的の

修正・変更のために活用し，

③ 政策の効率性や合理性を確保しつつ，ステ

ークホルダー間での政策情報の共有とアカウ

ンタビリティの確保の手段とする 。

そのような意味でEUの政策評価制度は，政策

過程への欧州市民社会の参画を促進することによ

って，EUに対する正統性の強化を目指すもので

もあるといえよう。EUにおいては，多文化，多

国籍という独自の性格から価値観も多様性に富む

がゆえに，評価を行うのにも問題が少なくない。

しかし，評価や透明性確保には，政治経済学的観

点から，次のような２つの機能があることを欧州

委員会は指摘する。

第１に，経済的側面では，最少の費用で最大の

効果を生むためのもっとも「効率性」の高い問題

の解決策を提示できる。

第２に，政治的には，行政機関や政策決定者の

アカウンタビリティ（説明責任）を強化し，EU

という政体の意思決定の正統性を高めることがで

きる。

つまり，EUのような国際機関であっても，国，

地方自治体であっても，それらの政策の品質向上

をはかり，社会目的を低コストで有効に達成し，

グッド・ガバナンスを実現するためには，評価は

不可欠な手段となる。とはいえ，評価は政策決定

に取って代わるものではない。むしろ評価が政策

決定者やエージェンシーのような関係するアクタ

ーの視野を広げ，議論の質を向上させることがで

きれば，政策改善にもつながる。しかし，評価は

万能ではなく，普遍的に適用可能な単一の評価方

法もない。EUの行政府である欧州委員会は，評

価が政策判断，政策改善の手段であり，行政管理

の改革にとって不可欠であると認識し，予算配賦

の考慮において不可分な一部であると捉えてきた。

EUにおけるガバナンスの向上には，政策評価

と透明性の確保が不可欠である。グッド・ガバナ

ンスを実現するために，評価には，アウトカムの

透明性と品質，知識基盤の強化が必要であり，そ

の手順を明確化しなければならない。欧州委員会

は，中間評価と事後評価には，アカウンタビリテ

ィの確保と経験から学んだことを生かすことが重

要であり，特に中間評価がしばしばもっとも重要

になると指摘し，役立つ評価には，堅実な方法論

と有効なデータに基づかねばならないと指摘して

いる 。

4.3. EU政策評価過程におけるエージェンシー

とアカウンタビリティ

欧州委員会は，政策の優先順位と資源配分を決

める方法の改善策として，「活動に基づく管理」

（Activity-Based Management:ABM）のシステ

ムを導入しており，政策目的と活動の達成結果に
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ついての定期的な評価は，構造基金，対外関係，

農業政策など多くの分野ですでに十分な評価が実

施されている。しかし，改革を実施するためには，

優先順位の設定や資源配分の過程で評価により発

見できた結果を政策に反映させなければならない。

このような信頼できる意味のある評価情報は，す

べての活動において必要となる。SEM 2000で提

言された定期的評価の方法，評価の仕組みや手続

を強化するために，SEM 2000は以下のことを要

請している。

評価は，各総局，行政機関が政策の立案に際し，

「活動の結果，影響，および充たすべき目的の必

要性に応じた介入の判断」に資するためのもので

あり，優先順位の設定や資源配分に関する意思決

定に反映されてはじめて意義がある。個々のプロ

ジェクト・レベルの評価のみならず，政策レベル，

プログラム・レベルの評価やパフォーマンス測定

によって，政策の質を向上させることが重要であ

る。

行政機関内の内的アカウンタビリティ確保の手

段は，欧州委員会のコミトロジー委員会による行

政立法や審査基準，EU制定法令，情報提供等の

手段がある。他方，外部的アカウンタビリティ確

保の手段は，パブリック・コメント，情報公開，

公聴会，シンポジュームの開催等が考えられる。

また監査制度，環境影響評価制度 ，情報公開制

度 ，政策評価制度などを通じて，①政策，②プ

ログラム，③パフォーマンス，④プロジェクト，

⑤プロセス，⑥（法令・会計規則への）合規性，

に関するアカウンタビリティの高度化を狙う 。

以上のような改革は，欧州委員会の委員の責任

を明確化し，契約に基づいてエージェンシーへ執

行責任を委譲し，一定の範囲内での自由裁量を認

め，実施管理の責任から委員を開放することによ

り，統制を強化するものである。つまり行動の統

制から，業績の統制へと重点を移し，効率性，透

明性，アカウンタビリティ確保のための新しい機

関として，エージェンシーを位置づけることがで

きる。総局は，評価に基づいて，アウトプットや

アウトカムについて所管のエージェンシーに説明

を求め，これを次の政策決定や予算に反映させる

という手法への転換である。このようなEU行政

のNPM 改革によって，EU行政機関の一部がエ

ージェンシーとして分権化されたり，民営化され

た結果として，欧州議会や加盟国議会による統制

や行政手続きによる適法手続きがはずされたり，

EUレベル，加盟国レベルでの法的統制からはず

される場合が生じうる。しかし，行政組織の内外

での分権化，あるいは民営化がなされたとしても，

EU行政機関との委任関係は継続すると考えられ

る。すなわち任務の委任者，依頼者である本人と

依頼された受任者，委任を受けた機関や団体との

関係においては，応答責任，アカウンタビリティ

のラインは継続していると見ることができる 。

欧州議会は，欧州市民の代表機関として行政府

である欧州委員会を監視し，統制する任務があり，

欧州委員会は一層信頼できる情報を提供すること

により欧州議会に対するアカウンタビリティを確

保し，向上させることが要請される。また，EU

全体におけるアカウンタビリティ向上のために，

欧州会計検査院や欧州不正防止局などの監査機関

の独立性を維持しつつ，監査対象に影響されない，

利害関係のない機関により，欧州委員会の政策や

業績評価を行うことで信頼性の高い情報を欧州議

会や加盟国議会に提供することができる。欧州委

員会から委託されて公共サービスを提供する企業

やNGO/NPOは，共同体の公的資金に関与する

ことから，自らの組織運営の透明性，公正性を確

保し，欧州委員会や欧州議会へのアカウンタビリ

ティとサービスを受ける欧州市民へのアカウンタ

ビリティの確保を同時に求められることになる。

さらに，「支出に見合う価値」を追求する観点

から，公共財，公共サービスの供給に，顧客・消

費者の「選好」の反映を重視するが，集合的に供

給され，消費される性格の強い公共サービスは，

私的財の購入とは異なり，選択の幅が限られてい

る場合が普通である。それゆえ業績を評価する基

準は，「顧客・消費者」のサービスへの満足度に

応答するだけでは十分ではない。市場に限界があ

るからこそ，サービスを購入したり，消費したり

しない個人もまた，「欧州市民」として，サービ

スのアウトプットやアウトカムの分配上の「公平

性」（equity）や「公正」（fairness）といった基

準には関心がある。これがアカウンタビリティ問

題を，単なる行政管理的アカウンタビリティの問

題だけに矮小化することはできない理由であろう。
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5. お わ り に

EUにおける欧州ガバナンス改革とは，加盟国

レベルのNPM 改革と呼応したEUレベルでの

NPM 改革であり，EUにおける「アカウンタビ

リティ」確保と「市民参加」という手段により，

EUの正統性強化を目指すものであった。プロデ

ィ委員会以降の改革は，EU機構の機能強化，外

部への権限委譲と分権化，および「市民社会」の

包摂を志向するものであり，エージェンシー化は

そのための手段のひとつであった。以上の考察の

結果，以下のような特徴や問題点を指摘できる。

第１に，EUにおけるエージェンシーの活用は，

専門性の高いEU政策決定を合理化・客観化・能

率化し，政治的介入や利益集団の加圧活動を排除

し，その決定過程を透明化させるという利点があ

る。しかしその半面では，アカウンタビリティの

ラインがEU機構内のみならず，外部にまで拡張

した。その結果，サービスの提供が，EUレベル

から加盟国レベルにまで繫がり，さらに政府機関，

エージェンシーのみならず，民間業者，NGO/

NPOにも政策実施が開放され，競合するなかで

アカウンタビリティのラインが幾重にもなってさ

らに複雑化し，責任の所在が不明確化する恐れが

生じていることも否定できないであろう。

第２に，欧州委員会は，行政管理的アカウンタ

ビリティ確保の手段として，EU諸政策を所掌す

る各総局等の活動について業績を測定し，評価・

報告することを義務づけた。しかし，大部分の評

価は，評価の客観性を担保するために，内部評価

のほかに外部評価をも条件とする。その結果，行

政評価・政策評価を第３者機関へと外部委託

（contracting out）することになり，アカウンタ

ビリティのラインの複雑化のみならず，そのコン

プライアンス・コストの増大という問題も同時に

起こってきている。

第３に，NPM に基づく欧州ガバナンス改革で

は，市民，NGO/NPO等の「市民社会」を参加

させる観点から，行政サービス提供過程にシビッ

ク・セクターを組み込む「パブリック・インヴァ

ルブメント」方式をとり，ギデンズ流の『第３の

道』路線を志向する。この場合，欧州市民を単な

る顧客・消費者としてではなく，ステークホルダ

ーとみなし，主体的に関与させ，協働によるネッ

トワークを活用する共同統治型のガバナンスが前

提となる。外部的アカウンタビリティは，市民を

顧客としてみるか，判断形成の共同参画者，協働

主体と捉えるかによって評価が異なる。欧州市民

が，「パブリック・インヴァルブメント」方式で

ネットワーク・ガバナンスに組み込まれ，サービ

スの範囲・質・量の決定や実施および評価の過程

に関与することで，アカウンタビリティが一層不

明確となり，アカウンタビリティのさらなる低下

を招くのではないかという懸念もある。これらア

カウンタビリティをめぐる諸問題の解決がEUの

正統性を強化するためには不可欠であり，今後の

重要な検討課題となろう。
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